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高浜発電所３，４号機の特定重大事故等対処施設等が法定の期限内に完成 

しないことに関して関西電力株式会社から提出された文書の変更について 

 

令和２年５月28日 

原 子 力 規 制 庁 

 

標記の件に関して、関西電力株式会社から、以前提出された文書（参考１）において高浜

発電所３号機の次回定期検査を令和２年８月２日から開始するとしていた点について、現在

実施中の定期検査で確認された蒸気発生器伝熱管の損傷に係る点検状況を踏まえ、現在の冷

温停止状態を特重施設等の使用前検査に合格するまで継続するとして、これを反映した文書

（別紙１）が提出されたので報告する。 

 

 

＜資料一覧＞ 

別紙１ 「高浜発電所３，４号機の特定重大事故等対処施設等が法定の期限内に完成しな

いことに対する当社の対応について」の変更について（２０２０年５月１４日付

け関原発第９８号） 

参考１ 高浜発電所３，４号機の特定重大事故等対処施設等が法定の期限内に完成しない

ことに対する当社の対応について（２０２０年１月２９日付け関原発第４８１号） 

参考２ 特定重大事故等対処施設等が法定の期限内に完成しないことに対する九州電力株

式会社からの文書の提出及び今後の対応について 一部抜粋（令和元年度第39回

原子力規制委員会資料３） 

配付資料 

1/6



2/6



3/6



4/6



5/6



6/6


